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第2部 韓国の環境問題 現代自動車の環境政策 を中心 として

1.調 査の背景 と目的

本調査で、韓国蔚山(ウ ルサ ン)市 にある現代(ヒ ョンデ)自 動車を対象 としたのは、い くつ

かの理由がある。

まず、現代 自動車は韓国有数の大企業であ り、現代 グループ(チ ェボル=財 閥)の 中心企業 と

しての位置づけがある。さらに、同社 の蔚 山市におけるポジシ ョンもきわめて重要であ り、納

税 ・寄付 ・地域貢献3)を通 じた市政への、雇用 を通 じた住民の生活への、密接かつウェイ トの大

きい存在4)と なっている。

また、同社蔚山工場がある蔚山市は、港湾都市釜山(プ サ ン)の 北部に位置する100万 人都市

である。 となりの温山(オ ンサ ン)市 とともに、大規模 な工業団地が形成されてきた。いわば、

韓国の重点的な工業開発地域 として、韓国の発展を支 えてきた場所である。 しか し、温山市では

1970年 代後半から発生 した公害被害(い わゆる温山病)5)が 、大規模な住民運動の引き金 となっ

た。さらには、蔚山市から北西100kmほ どの都市大邱(テ グ)市 では、1990年 代初頭に韓国で も

最大規模 の環境事件 となった洛東江(ナ ク トン川)フ ェノール汚染6)が発生 している。こうした

地理的 ・歴史的背景をもつために、蔚山市においても環境対策が重視 されている。

これらを前提に、 ヒアリングの報告 とまとめをおこない、韓国企業が環境対策をどのようにと ・

らえ、推進 しようとしているかを描いてい く。企業担当者に直接話 を聞 く機会はまれであ り、そ

のような報告書 も少ないため、実態の紹介 に主眼をお くのが本論の目的である。幸いなことに、

現代 自動車を訪問する日に、蔚山発展研究院(UlsanDevelopmentInstitute=UDI)7)の 招 きを受

け、蔚山市の環境政策課 との懇談会をおこなうことがで きた。 このときの情報 を追加的に掲載 し

て、企業 を取 り巻 く社会環境 も概観 したい。
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2.蔚 山市 ・環境政策課 、蔚山発展研究院所員 との意見交換・)

まず、蔚山市の概要をおさえるために、UDIで の意見交換を要約する。

蔚山市の環境対策は、政策的な整備は進められているが、環境問題は依然 として残ったままで

ある。韓国全体で も、規制の実効性や政策遂行時の問題が指摘 されている(李 、1998:250)。

たとえば・燃料 の消費が多 く、 とくにSOx(SO 、)の排出削減が懸案 となっているほか、NOxや

粒子状物質(PM)も 多 く、光化学オキシダントも課題にあげられている。

韓国の規制についてみると、直接的規制(排 出制限などダイレク トに企業を規制するもの)が

多い。 しか しこれからは、間接的規制(企 業誘導型、インセンティブ ・システムの導入など)を

増やしたいと同市担当者は考えている。まずは、産 ・官 ・学 ・市民の共同プロジェク トによる規

制づ くりを模索 し、これがダメならまた行政が指導する体制へ戻す という具合に、 とにか くすす

めてみようといった勢いが感 じられる。

このほかの環境問題 に、上水対策がある。同市 は54項 目の上水検査 をおこなってお り、水道

水は十分に基準 を満たしているとい う。だが、市民はめったに水道水 を飲まず、基準を満た して

いないのではないかとい う不安 を抱えているらしい9)。これはフェノール汚染の誤認があるか ら

だと、ある市担当者は考えていた。同氏は、釜山市上水の取水場で トリハロメタンが確認 された

ので、 これを追跡 したらある工場が発覚 したという説明を加えた。つまり、フェノールは継続的

に排出 されたのではなく、一時的に排出されて しまったとの認識にたち、一過性の 「事件」だと

の見方をしていたのだった。 しかし、市民の問では、いまなお再発の危機感は払拭 されていない。

もちろん、一過性の事件だからといって、それが許されるわけで もない。

こうした状況から推察されるのは、蔚山市 とその市民は(そ の周辺地域を含めて)い くつかの

重大な公害や被害を経験 して しまったことにより、環境問題への認識が高まったのではないかと

いうことである。むしろ、産 ・官 ・学 ・市民の連携 による環境対策に乗 り出す きっかけがうまれ

たのも、こういった歴史的背景があるからであろう。 さらに指摘 されるべ きは、「安全」 とい う

実態は、「安心」や 厂信頼」 という各認識主体の心理的作用が基盤 となって成立するということ

である。そ して、対策や政策に求められるもの も、 このような心理的作用 を促すような、情報流

通にもとつ く 「わか りやす さ」であると考 えられる。ここに、「連携」 を模索する、蔚山市の対

応の意義が見いだされる。

3蔚 山市の概況

ウルサン

3-1.蔚 山における産業の概要

蔚山は1996年12月31日 に法律第5243号 一 「蔚山広域市設置 に関す る法律」 一が公表 され、

1997年7月15日 に基礎 自治体から広域市に昇格 された工業都市である。人口は、1962年 に同地

域が 「蔚山工業セ ンター」 として指定されて以来、持続的に増加 し、2002年 現在では100万 人 を

突破 している。〈表1>に 示 されているように、1995年 以来の工業都市 としての発展状況は、そ

れを表す産業指標(1997年 の外換危機の場合を除いて)の 推移からも見て取れる。

蔚山の主要産業は自動車産業である。それ以外には造船、石油化学が戦略産業 として蔚山の経

済を支えている。とくに自動車産業は、景気回復に伴 う耐久材消費の増加、特租税の引 き下げな
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〈表1>蔚 山の人口および主要生産指標

区分 人口
製造業
業体数

製造業
従業員数

製造業
生産額

製造業
付加価値

輸出額
(通関)

輸入額

(通関)

単位 人 社 人 億 ウ オ ン 億 ウ オ ン 百万 ドル 百万 ドル

1995 969,196 967 144,901 416,339 143,499 14,906 17,694

1996 .・.:: 1,006 144,645 455,085 148,616 15,969 20,363

1997 1,013,070 994 138,016 531;945 194,535 17,1 .82 20,407

1998 1,018,068 886 121,657 530,793 198,248 16,581 13,724

1999 1,027,280 1,185 126,812 585,871 224,980 18,274 15,593

2000 1,044,161 1,324 131,771 691,324 229,619 22,493 22,352

2001 1,060,378 1,440 135,180 747,071 250,791 22,084 19,858

2002 1,070,277
一 一 一 一 24,434 20,014

出所:産 業研究院(2002)『 東南圏超広域圏クラス ト構築のための妥当性調査』

どによる内需増加が予想 され、また、世界経済の沈滞 によって中小型車生産の相対的な増加、国

産車の品質およびブランドイメージの改善、現代ワール ドカーなど新車投入などにより、輸出も

堅調に伸びてい くと予想される。このように自動車産業をはじめとして戦略産業を育成 したこと

によって、地域経済の活性化には成功 してきた と評価 されるが、ひずんだ産業構造による負の側

面 も否めない。つまり、国内外のいずれにおいても供給過剰の状態にある、いわば発展段階にお

ける成長後半期ない し成熟段階に到達 した業種が、蔚山の多 くの産業部門を占めているからであ

る。そのため、バランスのとれた地域発展 のためには、産業間の連携効果 を生かせる産業構造へ

の転換が求められる状況でもあるといえよう。

もちろん、蔚山を本拠地としている多 くの大企業は経済的に自立性が高 く、またそのため、地

域経済の堅実 さにおいても全国で上位 を占めている半面、既述 したように、自動車、造船、石油

化学など大規模 の設備 を有する伝統的な製造業中心の産業構造のままであるため、地域経済全体

が製造業の景気 に連動 されやすい面 も見逃せない。 とくに問題になるのは、この ような産業は、

多量の物理的で化学的な資源を投入 しなければならないため、騒音や公害などの環境問題の原因

になりうる し、それが、地域問題 としての否定的な面を帯びざるを得 ないのである。

このような負の部分 を克服 しつつ、21世 紀における 「産業首都」の建設とグローバル経済の

拠点都市 として蔚山を育成するために、長期的には東北アジアの経済拠点都市として発展するた

めに、知識産業 を基盤 とする先進国型産業構造の実現をめざし、そ して、大企業一中小企業間の

均衡発展、さらには成長一輸出一雇用創出のための持続的な努力が注がれている。

とくに、オー トバレー(autovalley)造 成、精密化学総合支援 センター建立など、21世 紀 プロ

ジェク トを本格的に推進 し、戦略産業育成インフラ構築および地方産業構造高度化の支援 などを

通 じて伝統的な主力産業の核心的な力量の極大化 と高付加価値 を志向し、革新的な中小およびベ

ンチャー企業 の育成などのための総合支援体制の構築 とベンチャータウン造成を通じた知識集約

的、高付加価値産業を本格的に育成 しようと多大なる施策と努力が行われている。

3-2.蔚 山地域における産業団地の現況

〈表2>の ように、蔚山地域には国家産業団地が2ヶ 所、地方産業団地が1ヶ 所、農工団地が4

11



〈表2>蔚 山 の産業 団地 現況(2003.7)

団地および施設名

項 目

規模(坪) 主要誘致業種 入住企業数(稼
働中の企業数) 従事者 その他

蔚山尾浦国家産業団地 13,980 自動車、造船 X11 460 87,999

温山国家産業団地 5,173
石 油 化 学 系 列(92.4.30、

21社 入住完 了)
144 144 9,941

梅谷地方産業団地 167,961 一 一 一 一

サンブック産業団地 40,000 機械 、金属 、電子 、化 工 10 10 1,147

斗西農工団地 38,941 機械 、金属 、化工 15 15 968

斗東農工団地 20,415 機械 、化 工 4 4 228

ダル チ ョン農工 団地 :.1 機械 、金 属 、非金属 、化 学 84 84 1,500

出所:産 業研究院(2002)『 東南圏超広域圏クラス ト構築のための妥当性調査』

ヶ所あ り、地方産業団地である梅谷地方産業団地は現在造成中であることがわかる。蔚山尾浦国

家産業団地 は、1962年1月27日 に蔚山特定工業地区 として公布 されてから、韓国工業化の核心

的な地域 として石油化学、自動車、造船工業を中心 とする国内において最大の工業団地 として急

速 な発展 を成 し遂げて きた。また、温山国家産業団地は1993年3月29日 、温山非鉄金属団地の

建設原則が決定されて以来、非鉄金属、石油科学などの産業が急速に発展 してきた。

しか し、尾浦や温山国家産業団地にある大規模の事業所 には、大気、水質、有害廃棄物など各

種の環境汚染排出施設が集中している。地域内の環境汚染物質の大部分 はこの産業団地か ら排出

されているので、蔚山の環境悪化 を改善するためにはこの地域への公共部門の投資だけでな く、

個別企業が環境親和的な経営体制を構築することが何 よりも重要である。

金丁勗 「韓国、蔚山一温山コンビナー トにおける多国籍企業の持つ環境的側面」や金政鉉の日

本環境会議 における報告によれば、韓国最大のコンビナー ト地域で、温山病と呼ばれる重金属複

合汚染 と思われる疾病 と、大気汚染に よる農産物への被害が発生 している。政府 は、汚染地の

8400世 帯(3万7600人)の 住民 を非汚染地域へ移転 させた。このコンビナー トは、朴政権の時代

に日本の援助などによってつ くられたもので、海外直接投資の内75 .2%は 日本 により、125工 場

中31工 場が多国籍企業であ り、その総売上高はこの地域全体の34%を 占めている。温山病 はま

だ因果関係や治療法 について、 よく解かっていない。他地域へ移転 させ られた住民の中には、漁

業などの生業 を失い、新 しい地域で職業が安定せず、再び汚染地域へ帰 って くる ものもいるとい

う(金丁勗、1991)。

韓国の環境政策における全般的な特徴 の一つは、政策を実行するさいに見 られる強制性である。

このような指摘は、韓国の権威主義的な行政 システムを考える時 には常 に存在する問題であ り、

国家が国民や政策対象者 との合意を導出するための意見収斂過程やシステムなどは全 く存在 しな

いまま、政府関係者によって決定 された制度や政策を一方下向式に指示するという形をとるよう

な、社会制度のあ り方へ と関わる問題でもある。このような韓国の環境政策の特性 を制度的な側

面か らみると、まず、政府や官僚の技術主義的 ・権威主義的な態度や大企業をはじめとする特権

階層と癒着 した制度の運用、議会および政党の形式的な活動、環境問題の専門運動団体を中心 と

する様々な環境関連の社会集団の脆弱性などのような、社会システムにおける構造的な特性が環
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〈表3>年 度別企業体環境投資実績 (単位:億 ウ ォン)

年度 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

投資額 2,958 5,438 2,698 2,696 1,822 1,651 2,096

出所:蔚 山広域 市(2002)『 環 境 白書2002』

境政策の発展を妨 げる要因として作用 しているといえよう。

温山国家産業団地か ら引き起 こされた温山病の被害が公表されるようになり、蔚山地域の環境

問題の深刻性が浮 き彫 りになった。こうした問題 にたいして地域環境運動が活性化 し、しだいに

企業の環境問題への取組みも本格化 していった。〈表3>に み られるように、2001年 度における

企業の環境改善投資実績 は、IMF以 降の漸進的な景気回復 を背景 とし、前年度 より27%も 増加

した2,096億 ウォンとなっている。この ような企業の環境投資は、主に老巧化 した汚染防止施設

を改善 し、環境親和的な生産体系を構築することに集中 している。

3-3.蔚 山地域における環境政策

蔚山 ・尾浦および温山国家産業団地は1962年 に造成 されて以来、1986年3月18日 には大気特

別対策地域 として指定されたこともあ り、厳 しい特別排出許容基準が適用 されて きた。そのため、

低硫黄油使用及び排出事業所の環境改善投資誘導などの政策 を推進 している。 しか し、工団か ら

排出される汚染物質にたいする住民の苦情処理は、政府の業務 に属 しているので、 自治体では処

理できない事情 もあり、行政への不信だけが増 してい く要因にもなっている。

したがって、地域社会の環境問題を解決するためには、国家レベルだけでなく自治体の首長や

地域社会の行政による環境改善業務が要求される。 このようなことから、自治体は排出事業所の

管理権限を地方自治体へ一元化することを要求 している。2001年7月11日 の第ll次 地方移譲推

進委員会 では、大気、水質、有害化学物質関連37個 単位事務 を地方自治体 に委任するという内

容の決定及び立法予告ができ、同年には管理権委任決定に伴 う事後措置を環境部へ申し立てた。

もし国家産業団地 にある事業所が地方自治体 に委任 される場合、地方自治体のあらゆる環境問題

〈表4>中 央および地方自治時代 事務現況

区 分 環境部 地方 自治 団体 『

大気環境保全法 第54条
・工団内 排出業所
・工団内 非酸埃事業場

・工団外 排出業所
・工団外 非酸埃事業場
・自動車 排出ガス

水質環境保全法 第55条 ・工団内 排出業所 ・工団外 排出業所

騒音 ・振動規正法 第19条 一 ・工団内外 排出業所

廃棄物管理法 第58条
・指定廃棄物処理業
・指定廃棄物管理

・指定廃棄物以外の廃棄物

有害化学物質管理法 第34条 ・工団内 排出業場 ・工団外 排出業所

土壌環境保全法 第11条 ・土壌 測定 網(全 国)

・工団内外

土壌汚染誘発業所
・土壌測定網(地域)

地下生活空間 空気質管理法 ・地下駅舎、地下道商店街空気の質管理

出所:蔚 山広 域市(2002)『2002市 政 白書 』
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は自治団体が責任をもって解決するための施策の樹立 と、体系的な環境管理方案を模索すること

がで きるようになった。また、公団か ら排出される環境汚染物質による苦情などを迅速 に処理 し

て、市民の環境行政にたいする不信を積極的に解消するようになった。そして、万一の環境汚染

事故が発生 した場合、自治体が即座に処理 し、被害を最小にする。さらに、地域に所在する企業

としては、時間と費用が節約 され、結果的には企業の競争力を高められるのが利点 といえよう。

蔚山は、経済開発5ヵ 年計画が始まった1962年 に特定工業地区として指定され、自動車、造船、

石油化学などの工場があいついで設立 され、急速な発展 とともに国家の経済発展 に核心的な役割

を果た してきた。しか し、こうした工団では化石燃料 を多量に使用 したり、また環境保全 にたい

する企業 の不徹底 さのため、環境汚染は深刻になった。90年 代 に入ってからは、市民の環境 に

たいする認識が高まりつつあ り、95年 には約2千 億 ウォンを投資するなど様々な分野において環

境改善のために力を入れるようになった。

蔚山市が環境分野に投資 した予算は、1995年 か ら1997年 までは環境汚染防止施設の設置に重

点をおいていたが、1998年 からは自然環境の破壊 を最小化 し、地域住民の生活の質を向上す る

ための、各種施策 と環境基礎施設を確保するためにつかわれるようになった。

〈表5>蔚 山広域市環境予算 投資現況 (単位:億 ウ ォン)

年度
区分

1997 1998 1999 2000 2001

蔚山予算総額 8,822 6,877 8,610 ..

10,120

環境予算
(総予算対比%)

1,819
(ZO.62)

1,657
(24.09)

2,218
(25.76)

2,445
(27.58)

2,475
(24.60)

出所:蔚 山広 域市(2002)『2002市 政 白書』

〈表6>は 、2001年 に蔚山市が投資 した分野別投資実績である。分野は大気、悪臭、水質に限

定 した。土壌汚染に対 しては検査が不十分で、その汚染程度が どの くらいであるのか もまだ明確

に知 られていない。

〈表6>分 野別投資実績 (単位:億 ウ ォ ン)

合計 大気 悪臭 水質 その他

2,096 1,145 286 258 407

出所:蔚 山広域市環境政策課(2002)「 内部報告書」

1995年 民選 による地方自治の時期か らの環境改善投資実績を年度別に見たのが 〈表7>で ある。

〈表8>で は個別企業の環境改善投資額 を年度別に示 した。 これ らが、蔚山市 における自治体 と

産業界の環境対策の概況である。

〈表7>民 選以降の市の環境改善投資実績 (単位:億 ウ ォン)

合計

19,359

1995年

2,958

1996年

5,438

1997年

2,698

1998年

2,696

1999年

1,822

2000年

1,651

2001年

2,096

出所:蔚 山広域 市(2002)『2002市 政 白書 』
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〈表8>産 業体 環境予算 投資現況 (単位:億 ウ ォ ン)

年度
区分

1997 1998 1999 2000 2001

投資額 2,698 2,697 1,822 1,651 2,096

参加業体数 196 233 236 :1 427

出所:蔚 山広域 市(2002)『2002市 政 白書 』

4.現 代 自動車1°)の環 境対 策

4-1.コ ンセプ ト

訪問した現代 自動車 ・蔚山工場は、年間145万 台の生産能力を有 し、工場の敷地は150万 坪 と

い う大工場である。同社全生産台数の57%は 輸出用 で、輸出先の第1位 はアメリカである。日本

向け販売もすでに開始されているが、出荷量はまだ生産台数の1%以 下とい う状況である")。

同社の環境対策の きっかけは、はじめ、法律の遵守にあった。しか し、今ではもっと進んで対

応をするようになってお り、よりいっそうの社会性 を考慮 している。こうした社会性、つまり対

策展開の根拠 は、環境対策をしないと外国 とは貿易で きない という危機感があったことだった。

また、同社のグローバル戦略としても、地球環境 に目を向け、配慮 しているというアピールが必

要であった。そのため、現在(調 査時点)の 環境報告書は韓国語版のみであるが、2004年 か ら

英語版を作る予定だそうである。今はテス ト段階で報告書 を配布 しているという。

地球環境への対応について、工場の管理チームが担当している内容 としては、具体的な話(設

計や公害防止など)が 中心である。全社 レベルの総合的な環境対策の企画は、本社や研究所のほ

うが担当している。 とくに工場ゆえ、車をつ くる際に汚染 を発生させないこと、そして、いい車

づ くりを目指すことが目標 となっている。

外国むけで も韓国むけで も、環境対策なしではしだいに車が売れな くなる状況にあ り、環境部

担当E氏 は、工場は工程の管理から廃棄 までの対策をすべ きだと考えている。 しかし、蔚山工場

はあまりに大 きす ぎて、管理が難 しいのが問題だという。

環境対策の具体例をい くつか聞 くと、①法律の管理基準よ り30%ほ ど高 く対策内容を設定 し

ていること、②廃棄物処理は自社の焼却炉で安全 に焼却 していること、③廃棄物の分類を徹底 し、

リサイクルを75%達 成 したこと、④ ゴミ減量化にたい しても努力中であることなどを紹介 して

くれた。

4-2.組 織

環境管理の方法 として、同社は、定期的に監査 をおこない環境経営システムの実行 に努めてい

る。また、ISO14001の 遵守をうたい、これら環境改善への投資は環境報告書に記載 している。

同社の 目指す 「環境親和製品」の開発 には、開発本部が研究にあたっている。環境親和型の工

程管理 と技術 開発については、製品技術本部が担当している。本社の企画室には、環境型経営戦

略チームがあり、次世代環境車両開発なども平行 して進められている。

蔚山工場では、「トヨタの報告書を見てシステムづ くりをした」 と語 られるように、日本企業

の先行例 を積極的に導入 している。 もともと同社は、1970年 代か ら日本の三菱自動車 との関係
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が強く、エ ンジンやシャーシの技術供与契約を結んできた。その後 もしばらくは技術提携がつづ

いたが、現在では両者の関係 は維持 しつつ も技術提携 はなくなっている。しか し、現代 自動車の

関係者は 「… 、うちは三菱さんから勉強 したわけです」と語っている(塚 本、2002:172-175)。

これらの状況から推察すると、日本企業にたい しては経営における親和性(親 近感)を もち、情

報源 としての期待 ももっていると考えられる。

工場 にある環境支援セクシ ョンとしては、環境チームに25人 が配置 され、消防、安全などを

中心に、ISO支 援作業などを担当 している。環境チームの仕事には、ISOの 運営、汚染防止 シス

テムの管理 と測定、報告書作成(成 果報告)と その評価 といった仕事が割 り当てられている。ま

た、エネルギーチームとよばれる、エネルギー管理、温暖化ガス抑制を推進す るセクションがあ

る。さらに、各生産工場には保全チームがおかれ、環境施設の維持管理がすすめられている。

4-3.採 用 と教育

同社は、1983年 か らIMF受 け入れまでは、年 間500～1000人 を採用 していた。 しか し、1998

年以降は年 間200～300人(人 数は必要に応 じて変化 している)ま で縮小 し、経営のたてなお し

をはかった'2)。現在 も、研究 ・開発部門以外は必要に応 じた採用 としてお り、社内の平均年齢は

上がっている。今後は研究部門に焦点をあわせ、年間500～1000人 規模の人員募集 を予定 し、各

種開発 に乗 り出す方針である。

同社の教育は、階層別研修 として新入社員、年次研修、役職研修があ り、これら教育のための

専門セクションが環境教育 も担当 している。環境セクションの人が昇進する時にも、環境の資格

試験がある。その他、OJT(マ ンツーマン指導で、課長 クラスや勤続5～10年 程度の人が教 える)

も日本企業 と同様 におこなっている。 こうした体制化で環境管理がなされ、人材の育成が図られ

ている。

4-4.ISOの 取得 ・活用

同社 における最初 の環境規格の取得は、1995年12月 である13)。後 日、韓 国で も環境規格が

ISO14001に 変更 されたのを機会に、同社 も1996年5月 に正式にISOを 取得 した。

こうした早期からの環境への取 り組みにたい し、国家か ら環境親和産業として表彰 されている。

2002年12月17日 か ら2007年12月16日 までの期 間でこれが有効 とされ、すでに期間は3期 目に

入 っているとのことであった。

審査 ・認証取得には外部のコンサルテ ィングが入 り、スタッフ総勢11人 が10ヶ 月かけて取得

した という。現在 までのISO維 持費用 は2000万 円程度であ り、かな りの額の投資をおこなって

いるが、ISO認 証のために設備の変更はせず、システム変更のみおこなったため、経営への大 き

な負担 とはならなかった。

そもそ も、ISOの 要求が各国から寄せられると予想 し、前 もってとっておこうというのが理由

らしい。実際に、契約が取 り交わされたあとで、ISO認 証 を提出せ よといわれて安心 したことが

あった。その後 も提出の要求が多いと思っていたところ、あまり確認が必要な契約は多 くない と

い う。ただ し、協力業態(米 国への部品輸出など)で はISOが 必要 とされ、社内でも取得の意義

は十分 に確認 されている。

ISOの 社会的な意味合いとして、次の2点 が指摘 された。まず、1点 目には背景の説明が必要

である。IMF体 制のとき、韓国は大規模な産業再編をおこなった。各財閥とも、 自社 グループの
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主要産業を明確 にし、重点的に投資 をしたのである。 これにかかわ り、①グループ内企業の売却

や他社 との提携の とき、環境親和企業でないと高 く売れない、契約が進まないということがあっ

たとい う。また、②生活者 ・消費者が、環境ISOを とっていないとその企業経営に不信をいだき

商品 ・サービスを敬遠する可能性が高 まり、 さらにはその行動力 も相当な社会的インパク トとな

ることが、同社には十分伝 わっていた14)。これ らの事情から、ISO認 証が、環境対策 を対外 的に

説明する際に意味をもっていたという。

4-5.環 境対策の重要性について

同社が今後の課題にあげているのは、まず、環境会計の必要性であった。それは、競争力を保

つため、ブラン ドカ を高めるために必要 と認識 され、継続成長企業 を目指すためでもある15)。製

品の品質はもちろん、環境 ・安全(保 健)も キーワー ドに加え、社会性 を備えた企業であること

をアピールする必要がある。そこで、2002年 には第1段 階 として、世界のライバルの事例 も含め

て環境経営水準の把握、その実行方法、体系的システム構成を、経営 ・生産 ・製品ごとに比較 し

ている。さらに2003年 か らは、環境経営の基盤造 りをすすめて きた。たとえば、環境会計、グ

リーン購入、廃自動車リサイクル、ISOの 維持などである。

しか しながら、エコ ・ファン ドは韓国国内では少なく、環境対策への投資が効果的な資金獲得

につなが らないもどかしさも感 じている。外部か ら要求されて動 くのでは、経営的には遅い。つ

まり、前 もって準備 を完了 してお くべ きだ との考えが同社 にもある。けれ ども韓国の今は、まだ

マーケ ットの動きをみながら準備 しているにすぎない。外国から紹介 された制度によって、さま

ざまなジャンルの対策がまさに試験中であると、同社は産業界全体を見渡 している。

ヨーロッパで取 り入れられるようになった自動車 リサイクルは、韓国で ももちろん議論 されて

いる。同社 も部品のリサイクルはすでに進め、十分対応 しているが、廃棄車 リサイクルは中古車

販売団体 と廃棄業者から批判され、思 うように進展 していない。一方的にメーカーが実施する活

動は、利害関係者の反発 を招 き、韓国では不買運動 も起 こりかねないため、躊躇 して しまう面 も

あるらしい。とはいえ、リサイクル率 を上げることに力 を入れ、 リサイクルビジネスを盛 り上げ

ることも大切 と考えている。

4-6.エ コカーの開発

エコカーの開発が重要だとはいっても、その商品が当該社会で受け入れ られる条件がととのっ

ていなければ、開発費用のムダになる。韓国では、車は家族単位(4～5人)で 移動するもので

あ り、その時の快適 さを考えると、低燃費の小型 ・軽 自動車の販売促進は難 しいといわれている

そうである16)。つま り、小型車は学生か、家族のセカン ドカーとしてでない とアピール しない。

かろうじて、燃費のメリッ トしか消費者 にうったえられない車では、商品戦略 として成 り立たな

いのである。

そこで、エコカーのコンセプ トとして、韓国人の生活 ・文化を考慮する必要が出て くる。韓国

では既婚女性(主 婦)の 移動が少ないため'7)、家族で1台 の車 を持ち、(夫 が)み んなを乗せれ

ばそれで十分だ という。こうい う理由で、大型車が好 まれる傾向が現在 も続いている。省エネカ

ーであっても
、 こうした好みが反映されて開発 されているのだろう。技術 的には、天然ガス車、

燃料電池車、ハイブリッドカー、極超低公害車、直噴エンジン、直噴ディーゼルエンジンなどが

研究 されている。
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視線 を転 じて、同社の輸出割合か ら考えれば、エコカーは企業生存の問題でもあるだろう。外

国人は燃費 にも敏感で、輸出時にこういった性能が問題になるとい う。ATOZと いう車種(排 気

量 は1000CCの 小型車)は 、 リッターあた り約18km～21.5kmの 走行距離(燃 費性能)を 実現 し、

この要求に応 えている。

4-7.蔚 山市民の意識

同社社員は、会社が変わらないと何 もかわらず、環境面や社会面での配慮 ・貢献などで も、 ト

ップの意識の変化が重要だと考えているようである。同社 は現在でも、企業の社会貢献 として、

社会的弱者の支援二、奉仕活動など、蔚山市におけるかなりの割合の社会的活動を実施 している。

こうした活動をおこなう理由は、同社の把握 によれば、蔚山市民は環境への関心が全国的にみ

ても高いからである。また、工場でも対策が うまくいっていない と、従業員が訴えるほどだとい

う。つまり、市民 も従業員も、同社の経営に目を光らせているのである。とくに従業員は、 日常

の職場改善 を実施 している主体であるが、作業における法律の基準 をクリアー していて もなお、

自らの健康 ・安全を考 え、さらなる要求をして くるそうである。ただし、他国の工場見学をした

際、担当者が 「見なかったことにしましょう」 というほど、自社のほうが進んでいたとい うこと

もあ り、対策には自信 をもっている。

なぜ、これほどまでに蔚山市民の環境問題意識は高いのか。それは、蔚山市の発展 と関係 して

いるようである。以前の朴正煕(バ ク ・チョンヒ)大 統領時代、経済成長 をはかるべ く第3次 経

済開発計画 をすすめ、1973年 に産業基地開発促進法 を制定 し、蔚山 ・温山などの工業団地を開

始 した(具 、2001:181)。 しか し、当時は都市整備 も環境対策 も無計画だった。そのあ と、都

市が産業に付随 して成長 したため、結果 として総合的に汚染が発生 したのである。こうした地域

は今なお、諸規制の効果が十分ではない。そのため住民(市 民)は 被害意識が強 く、誰で も環境

に敏感になっている。

問題は、何 もないところに開いた公団の横 に、住宅地 ・商業地が形成された経緯にあるようだ。

そこで、もっと規制をする必要があるとの結論に至ったようである。市の担当者がさかんに検討

し、蔚山発展研究院を設立 しての長期環境対策が開始 されている。

5.要 約 と含意

これら一連のヒアリングで明らかになったことは、以下の通 りである。

① 韓国企業(現 代 自動車)が 環境対策を推進する初期の動機 は、輸出を優位 にすすめ、 自社の

競争力を維持することにあった。

② 実際の環境対策の基礎は国際規格にあ り、ゆえに特徴的 ・先進的な対策をおこなっているわ

けではない。

③ 企業の経営モデル、技術、環境対策の導入方法などで、日本の影響力がある程度確認 される。

ただ し、 日本が絶対的な先導約 を果た しているわけではなさそうである。

④ 社会的な環境意識の向上は、韓国でも、企業の環境対策 を促す十分なきっかけとなっていた。

⑤ 自動車産業界の運命を担 うとまで言われるエコカーの開発は、技術優先の発想ではな く、商

品の社会的 ・文化的な受容体制 を考慮する必要がある。

⑥ 蔚山市民 の環境意識は、蔚山市の発展 とともに形成されて きた。その根底 には、実際 に被害
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にあった危機意識が大きく関係 している。

⑦ 自治体や企業のみに任せ るのではなく、蔚 山市では産官学共同の環境対策をふ まえた街づ く

りが模索 されている。

蔚山市を代表する巨大企業 ・現代自動車の環境対策は、対策その ものから見れば、さほど注 目

に値する内容は見つか らないかもしれない。 しか し、企業の環境担当者の目を通 した環境問題の

とらえ方、行政との対応の仕方、住民意識の把握方法などの情報は、むしろ新 しい知見 を提供 し

て くれる。たとえばそれは、企業が社会 において単独で環境対策を進めているわけではなく、行

政 ・住民 とのバランスを意識 した結果であったということだ。上に指摘 した、そうした蔚山らし

さ(一 部韓国らしさ)は 、やは り継続的に把握 されるべ き課題ではないかと考えられる。
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2)文 教 大 学国 際学部 ・専任講 師。本 論1.2.4.5.担 当。

3)地 域 社 会へ の貢献 と して 、大規模 にはお こな ってい ない と しなが らも、次 の ような例 があ る。

フ ラ ワー祭 り、絵 の大会 、公 園づ く り、学 校教 育へ の貢 献、 生態系 調査 、

道 路 建設 と寄付(渋 滞解 消 のため)、 工 場周 辺 の土 ・水 汚染度 調査(継 続 中)

4)蔚 山市 約100万 入 の人 口の うち、20万 人 は現代 自動 車 に関連 した住 民 で ある。従 業 員 ・そ の家族 ・パ

ー トな どで
、5人 に1人 は関連 してい る こ とに なる(ヒ ア リング よ り)。

5)温 山病 とは、温 山工 業 団 地が 建設 され、 企業 が操 業 を 開始 した1970年 代 後 半 か らの 、各種 重 金属 の

排水 と大 気 汚染 に よる公 害 病 を さす 。1980年 代 の は じめ には集 団的 な神 経 痛 と皮 膚病 が発 生 し、 地域

には深 刻 な漁 業被 害 ももた ら した(具 、2001:181-182)。

6)洛 東 江 フェ ノール汚 染 は、1991年3月 に発 生 した。 斗 山(ド ゥサ ン)電 子亀 尾(ク ミ)工 場 の フ ェノ

ー ル原液 約30ト ンが 同河川 に流 出 し、大 邱市 浄 水場 の消毒 過程 で ク ロロ フェ ノー ルに変化 して悪 臭が

漂 った 。 この水 道 水 が家庭 に も送 られ た こと で、住 民 ・マス コ ミ ・市民 団 体 ・政府 を も巻 き込 んだ問

題 とな った(具 、2001:200)。

7)蔚 山発 展研 究 院(UlsanDevelopmentInstitute=UDI)は 、蔚 山市が2001年 に設 立 した研 究機 関 であ る。

蔚 山市 の市 政 に たい して、知 識社 会 を基礎 と し環境 に も配慮 した都 市形 成 にむ け、効 果 的 な提 案 をお

こな うのが 主 な役 割 であ る(UDIパ ンフ レ ッ トよ り)。
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8)こ の会 合 に は、蔚 山市 か ら環 境政 策 課長A氏 、 同課B氏 、C氏 の3名 が、UDIか らは所 員 のD氏 が参

加 した。 発 言者 の特 定 を さける ため、名 前 は アル フ ァベ ッ ト表記 とす る。

9)し か し実 際 は、水 の 問題 は水 道管 の古 さに よるか も しれ ない ともいわ れて い る。 そ こで、公 共財(イ

ンフ ラ)の 質 が 悪 いの で、公 共財 へ の投 資 を もっ と進 め るべ き(安 さ優先 にな らない よ うに)と い う

意見 も聞か れ る とい う。

10)2003年3月11日 、環 境部E氏 へ の ヒア リング に も とつ く。 回答 内容 は企 業 や市 を代 表 せず 、 あ くま

で個 人 の見 解 として回答 を して くれ た。 同氏 の意 向 に よ り、名 前 をア ル フ ァベ ッ ト表記 とす る。

現代 自動 車 は、本 社 が ソウル 、工場 が 蔚山 、牙 山(ア サ ン)、全 州(チ ョンジュ)に 、研 究所 が ナム

サ ン、 マ ブ リにあ る。塚 本(2002:183-184、 同:193-194)に よれ ば、2001年 の世 界販 売 台数 は

255万 台 に達 し、韓 国 内の 自動車 生 産 能力 は年 間300万 台 とい う規 模 を有 す る。1998年 に起 亜(キ ア)

自動 車 を吸 収 合併 、韓 国 で は7割 の販 売 シ ェア を誇 り、韓 国 の 自動 車 産業 と して は唯一 の独 自(国 内)

資本 企業 で あ る。

な お、 この ヒア リング にお いて 、新 羅大 学 の学 生、 河度 亨(ハ ・ドヒ ョン)氏 の協 力(通 訳)を え

た 。彼 の流 暢 な 日本 語 に よ り、ス ム ース な調査 となっ た。お礼 を述 べ たい 。

11)同 社 の本 格 的 な 日本進 出 は1999年 で、 日本 で はヒュ ン ダイ と発音 され てい る。

12)韓 国 のIMF受 け入 れが 、か え っ て韓 国 産業 の効 果 的 な再編 を促 し、 国際競 争 力 を早期 に復 活 させ た

とす る見 解 は、 よ く耳 にす る とこ ろであ る(塚 本 、2002:176-178)。

13)こ の と き、 韓 国内 で も まだISO14000シ リーズ は発 効 してい な か った 。い わ ゆ るBS7750の 時 代 で あ

る。ISO14000シ リーズ は、 韓 国で は、1996年3月 、 日本 で は1996年9月 に発効 して いるが 、 同様 に発

効 以前 か ら取 得 にむ け環 境改 善 をお こなって いた企 業 は存 在 した。

14)先 に触 れ た フェ ノール事 件 で も、韓 国 ス ーパ ーマ ー ケ ッ ト協 同組合 連 合 会が 斗 山 グル ープ製 品 の不

買 を決定 してい る。 斗 山 グ ルー プ本 社前 で、OBビ ー ルの廃 棄 大会 まで あ っ た とい う報告 が あ る(具 、

Zoos:Zoo‐Zoi)0

15)こ こで も トヨタの例 が 参考 にされ た とい う。5年 ほ ど前 、"JustInTime"方 式 を取 り入 れ た こ とが あ

るそ うで、 当初 は生産 の ため の導 入 だ ったが 、今 で は環 境 の ためで もあ る と して高 く評 価 す る にい た

って い る。

16)小 型 車 が受 けいれ られ ない状 況 は、 「乗 って い る車 によ って人 を判 断す る き らいが あ る」 との見 解 か

ら も確 認 され る(塚 本 、2002:179-183)。 これ ら社会 的 ・文 化 的特 性 に も とつ く商 品理 解 の発 言 は、

技 術優 先 主義 へ の反省 と して興 味深 い点 で ある。

17)既 婚 女性(主 婦)は 家 にい て、外 で仕事 を もたない ことが多 い(多 か っ た)と い う理 由 に よる。
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